
傷害死亡 
共 済 金 

共済金の種類 保障内容 

後遺障害 
共 済 金 

傷害入院 
共 済 金 

傷害手術 
共 済 金 

傷害通院 
共 済 金 

傷害により、事故の日から 
180日以内に死亡したとき。 

傷害により、事故の日から
180日以内に約款に定め
る身体障害の状態（後遺障
害）となったとき。 

約款に定める所定の手術
を傷害入院期間内に受け
たとき。 

傷害により、事故の日から90日
以内に医師の治療を受け実日
数7日以上の通院（往診を含む）
をしたとき、通院実日数の1日
目から給付。ただし、同一事故
において事故の日から1年以内
で通院実日数は90日が限度。 

傷害により、事故の日から90
日以内に医師の治療を受け
入院したとき。ただし、給付
する期間は、同一事故につい
て、事故の日から1年間以内
で、入院日数180日が限度。 

保 障 額 
Aタイプ Bタイプ Cタイプ Dタイプ 

満6歳以上  
満65歳未満 

満65歳以上 
満75歳未満 

満6歳以上  
満65歳未満 

満65歳以上 
満75歳未満 

満70歳以上 
満85歳未満 

満85歳以上 
満90歳未満 

満70歳以上 
満85歳未満 

満85歳以上 
満90歳未満 

万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 万円 

万円～ 

万円 

万円～ 

万円 

万円～ 

万円 

万円～ 

万円 

万円～ 

万円 

円～ 

万円 

円～ 

万円 

円～ 

万円 

疾病死亡 
共 済 金 

疾病入院 
共 済 金 

疾病により死亡したとき。 

疾病により、医師の入院治療
を受けたとき。ただし、継続
して30日以上入院したとき。 

万円 万円 万円 円 

万円 万円 万円 万円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

1日につき 
円 

約款に定める支払額
（手術の種類に応じ
て5万円、10万円ま
たは20万円のいず
れか） 

約款に定める支払額
（手術の種類に応じて
25,000円、5万円ま
たは10万円のいず
れか） 

約款に定める支払額
（手術の種類に応じ
て5万円、10万円ま
たは20万円のいず
れか） 

約款に定める支払額
（手術の種類に応じて
25,000円、5万円ま
たは10万円のいず
れか） 

介  護 
共 済 金 

傷害により、事故の日から
180日以内に約款に定める
身体障害の状態（後遺障害）
となり、かつ約款に定める寝
たきりにより介護が必要な状
態（後遺障害による要介護状
態）となったとき。 

万円 万円 万円 万円 万円 万円 

傷
 
 
害 

疾
 
 
病 
介
 
 
護 

共済金の種類、保障内容および保障額 
●傷害総合保障共済の共済金の種類、保障内容および保障額は次の表のとおりです。 

※ 新規加入年齢はＡタイプ・Ｂタイプは満6歳以上満70歳未満、Ｃタイプ・Ｄタイプは満70歳以上満85歳未満です。 
※ Ｃタイプ・Ｄタイプは、疾病による死亡および入院に対する保障はございません。 
※ Ｃタイプ・Ｄタイプの更新継続加入年齢である満85歳以上90歳未満においては、傷害による通院に対する保障はございません。 

◆振替日は27日とします。また27日が金融機関休業日の場合は翌営業日とします。 

月払契約の場合 
◆初回口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。 
◆２回目以降の口座振替が不能となった場合は、振替日の属する月の翌月の振替日に、
 再度その月に払い込むべき共済掛金と合わせて２か月分の共済掛金の口座振替を
 行います。 
◆前記の規定による口座振替が不能となった場合は、共済契約は最初の払込みがな
 かった振替日の属する月の１日にさかのぼって効力を失うものとします。 

年払契約の場合 
◆口座振替が不能となった場合は、共済契約は無効となります。 

共済掛金 
口座振替について 

円 円 

円 円 

月
 
払 

年
 
払 

Aタイプ Cタイプ Bタイプ Dタイプ 


